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鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
Ａ
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
引
き
起
こ
す

鳥
の
病
気
で
す
。

　

感
染
経
路
は
、
海
外
か
ら
の
渡
り
鳥

が
持
ち
込
ん
だ
ウ
イ
ル
ス
を
、
野
鳥
や

ネ
ズ
ミ
な
ど
の
野
生
動
物
や
、
人
・
車

両
・
モ
ノ
を
介
し
て
鶏
舎
に
持
ち
込
ま

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
生
を

防
ぐ
た
め
に
は
、
野
鳥
・
野
生
動
物
の

侵
入
防
止
対
策
や
農
業
従
事
者
の
衛
生

対
策
、
車
両
消
毒
等
が
重
要
で
す
。

　

昨
シ
ー
ズ
ン
の
国
内
の
農
場
に
お
け

る
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発

生
は
、
10
月
28
日
に
１
例
目
が
確
認
さ

れ
て
以
降
、
本
県
で
の
４
事
例
を
含
む

26
道
県
84
事
例
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

約
１
、７
７
１
万
羽
が
殺
処
分
さ
れ
、

過
去
最
大
の
発
生
と
な
り
ま
し
た
。
ま

た
野
鳥
、
飼
養
鳥
に
お
い
て
も
、
そ
れ

ぞ
れ
28
道
県
２
４
２
事
例
、
６
都
県
10

事
例
の
感
染
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

海
外
で
は
、
２
０
２
１
／
２
０
２
２

年
シ
ー
ズ
ン
か
ら
継
続
し
て
発
生
が
報

告
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ

ア
、
北
米
、
南
米
で
感
染
が
拡
大
し
て

い
ま
す
。

　

今
シ
ー
ズ
ン
に
お
い
て
も
、
ウ
イ
ル

ス
が
国
内
に
侵
入
す
る
可
能
性
は
非
常

に
高
く
、
昨
シ
ー
ズ
ン
は
、
９
月
に
神

奈
川
県
の
野
鳥
か
ら
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら

も
、
早
期
か
ら
の
厳
重
な
警
戒
が
必
要

で
す
。

　

渡
り
鳥
の
本
格
的
な
飛
来
が
始
ま
る

前
に
、
発
生
防
止
対
策
を
徹
底
す
る
た

め
、
家
き
ん
を
飼
っ
て
い
る
方
は
次
の

７
項
目
の
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
衛
生
管
理
区
域
内
に
立
ち
入
る
者
の

手
指
消
毒

②
衛
生
管
理
区
域
専
用
の
衣
服
及
び
靴

の
設
置
並
び
に
使
用

③
衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
車
両
の

消
毒

④
家
き
ん
舎
に
立
ち
入
る
者
の
手
指

消
毒

⑤
家
き
ん
舎
ご
と
に
専
用
の
靴
の
設
置

並
び
に
使
用

⑥
野
生
動
物
の
侵
入
防
止
の
た
め
の

ネ
ッ
ト
等
の
設
置
、
点
検
及
び
修
繕

⑦
ね
ず
み
及
び
害
虫
の
駆
除

　

家
き
ん
の
健
康
状
態
を
よ
く
観
察
し
、

死
亡
率
の
増
加
な
ど
異
状
が
確
認
さ
れ

た
場
合
に
は
、
直
ち
に
熊
谷
家
畜
保
健

衛
生
所
（
電
話
０
４
８
・
５
２
１
・
１
２

７
４
）
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策

の
徹
底
を

Ⅰ 

発
生
状
況

Ⅲ 

異
状
の
早
期
発
見
・
早
期
通
報

Ⅱ 

家
き
ん
飼
育
農
場
で
の
発
生

 　

防
止
対
策


